
 高齢者を交通事故から守るために 

   

令和 7 年４月１日現在の千葉県内の高齢者（６５歳以上）人口は約 174 万人で、総人

口約 631 万人に占める割合（高齢化率）は、27．6 パーセントに達しています（※１）。今後

は更に高齢化が進み、令和１７年には３０．９パーセントに上昇すると見込まれており（※２）、

高齢化率の上昇に比例して高齢者が関係する交通事故の増加が懸念されます。 

県内の高齢者が関係する交通事故の実態をご理解いただき、交通事故に遭わないための

行動をしましょう。 

 

出典 

※１「千葉県年齢別・町丁字別人口令和 7 年度」 

（千葉県ホームページ  

https://www.pref.chiba.lg.jp/toukei/toukeidata/nenreibetsu/r07/ 

r07-index.html） 

※２「日本の地域別将来推計人口（令和５（２０２３）年推計）」 

（国立社会保障・人口問題研究所 

https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp） 

 
 
１ 高齢者の交通事故発生状況(令和 3 年～7 年) 
 

(1) 高齢者が関係する交通人身事故の発生状況 

      令和 7 年の交通人身事故発生件数、死者数及び負傷者数はいずれも前年より減少 

しました。 

 

 
 



 

(2) 全死者数と高齢死者数の推移 

   全死者数及び高齢死者数は前年より減少しました。なお、高齢死者数の構成率は減少 

傾向にあるものの、全死者数の５割以上を占めています。 

 

 
 

 

(3) 高齢者の状態別死者数の推移 

   各年ともに歩行中の死者が多い傾向にあり、次いで多いのが四輪乗車中（同乗含む） 

の死者となっています。 

 

 

 ※「その他」とはリヤカーや押して歩く耕運機等をいいます。 

 

 



 

(4) 高齢運転者(第一当事者が原付以上)による交通人身事故発状況 

  高齢運転者による交通人身事故件数及び全年齢における交通人身事故に占める高齢 

運転者の割合は前年より減少しました。 

 

 
 

 

 

 

２ 高齢者の皆さんへ 

 

   個人差はありますが、年齢を重ねると身体機能は低下します。外出するときは、 

交通ルールを守り、体力や体調に応じた無理のない行動を心掛けてください。 

高齢者の方の交通死亡事故の特徴として、 

● 歩行中、自転車乗用中の場合、自宅付近（５００メートル以内）での事故 

が多い。 

● 買物や散歩などで昼間から夕方にかけての事故が多い。 

     というような傾向が見られています。 

 

 

 

 



反射材によって助かる命があります！ 

歩いて外出するときは 

 

● 通り慣れた道でも油断をせずに、外出したら車や自転車に十分注意しましょう。 

● 正しい場所（歩道・路側帯・道路の右側）を歩きましょう。 

● 夜間は明るい場所を選んで歩きましょう。 

● 早朝や夕方、夜間の外出には、明るい色の服装を心掛け、反射材を身に着けましょう。 

● 反射材には、シール・キーホルダー・たすき・帽子・手提げバッグなど、日用品とし 

 て使用できるものが多くあります。 

● 反射材は、１００円ショップ、ホームセンター等で購入できます。 

          

 

 

 

 

 

 

過去５年間の交通事故で亡くなった歩行中の高齢者の人数と反射材の着用率

 

 

 

 

 

 

反射材を着用することにより、車の運転者に歩行

者の存在を早く知らせることができるため、交通事

故に遭いにくくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

道路を横断するときは 

 

● 道路を横断するときは、横断歩道の利用に努め、一旦止まって左右の安全を確認し、特

に横断の後半は左側からの車に気をつけて渡りましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 横断歩道を利用して道路を横断するときも、手を上げる、車の運転者と目線を合わせる

などして運転者に対して横断する意思を明確に伝えるようにしましょう。 

 

 

● 車の運転者の中には、歩行者がいることに気が付いていない人がいます。「車が止まって

くれるだろう。」と思い込むのは大変危険です。 

● 駐車車両の前後や渋滞で停止している車の間からの道路横断は、車の運転者から発見

されにくく、大変危険ですのでやめましょう。 

● 遠回りでも信号機のある場所や横断歩道を渡りましょう。 

● 斜め横断はやめましょう。 

● 横断中は青信号でも車の動きに注意しましょう。 

● 信号が変わりそうなときは、次の青信号まで１回待つゆとりを持ちましょう。 

 

 

 

 

 

  まだ大丈夫はもう危ない 



 

 

自転車に乗るときは 

 

● 法律上は自転車も車両です。 

・飲酒運転の禁止 

・信号無視や一時不停止の禁止 

・無灯火運転の禁止 

など、交通法規をきちんと守ってください。 

● 自転車は、車道の左側を通行することが義務付けられていますが、児童や幼児、 

７０歳以上の方等は、歩道を通行することができます。ただし、歩道を通行する際は、 

次のことに注意しましょう。 

・歩行者の通行を妨げない 

・歩道では車道寄りを通行する 

● 道路を横断するときは、横断歩道や自転車横断帯を渡りましょう。近くに横断歩道等が

ない場合は、道路を良く見渡せる場所で、安全を確認してから渡りましょう。 

● 走行しながらの急な進路変更や道路横断は、車の運転手が予測や反応ができず、大き

な事故につながりますので、絶対に行わないでください。 

● 夜間、自転車に乗るときは、明るい色の服装と反射材の着用を心掛け、自転車にも反射

器材を付けて目立たせましょう。 

● 早朝や夕方、夜間は必ずライトを点灯しましょう。 

         

   

                          

● 道路交通法の改正により、令和５年４月１日からすべての自転車運転者に対してヘルメッ

トの着用が努力義務となりました。命に関わる頭部の怪我を防ぐため、ヘルメットを着用し

ましょう。 

● 自転車が加害者となる事故で、高額な損害賠償を請求される事例が多く発生しています。 

万が一に備えて自転車保険に入りましょう。 

なお、「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」では、自転車保険への加 

入の義務が定められています。 

 

 



車に乗せてもらうときは 

 

● 乗るとき降りるときには、ドアをいきなり開けずに少し開けて一度止め、周囲の安全をよ

く確認してから開けましょう。 

● 助手席はもちろん、後部座席でもシートベルトを正しく装着しましょう。 

● 降りた車の直前や直後からの道路横断は、車の陰になり運転者から見えにくく、大変危

険なのでやめましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

車を運転するときは 

 

● 加齢による身体機能の低下があるとの認識を持ちましょう。 

・動体視力、深視力などの視覚機能等の【認知能力】 

・交通状況を瞬時に的確に判断する【判断能力】 

・必要な動作・操作を瞬時に選択・実行する【反応能力】 

  などは、誰でも低下していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  また、県警では、 

・雨の日は運転しない 

・運転は近所のスーパーや病院まで 

 といった安全行動をとる「はればれ運転」を推奨していますので、是非、実践してくだ 

さい。 

 

 

 



● 高齢ドライバーの方は、交通安全講習会、運転適性検査等を積極的に活用して、機会があ

るたびに自分の身体能力をチェックし、運動能力等の低下があればそれらをカバーできる

行動を心掛けましょう。 

 

 

 

 

 

 

● 衝突被害軽減ブレーキなどの先進安全技術を活用した一定の運転支援機能を備え付け 

た車「安全運転サポート車（サポートカー）」も検討しましょう。 

 

● 運転免許を受けている方は、申請により運転することができる自動車の範囲をサポート

カーに限定する条件を付与することができます（サポートカー限定免許制度）。 

サポートカー限定条件の申請は、運転免許証の更新と併せて行うことができます。 

 

● 病気や認知機能の低下等で運転を続けることに不安を感じたら、安全運転相談窓口や 

安全運転相談ダイヤル（ ♯
シャープ

８０８０
ハ レ バ レ

）の活用、運転免許の自主返納を検討しましょう。 

 

● 運転免許を返納した方に対する、公共交通機関の乗車運賃割引等の特典があります。 

 

● 車に高齢運転者標識（７０歳以上努力義務）を付け、シートベルトを確実に装着し、目を動

かすだけでなく、顔を向ける、体を動かすなどの安全確認と安全な速度での運転をお願い

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 同乗される方にも、シートベルトを確実に装着させましょう。 

  幼児（６歳未満）を乗せる時は、必ずチャイルドシートを使用しましょう。 

 

 

 

 

 



● 夜間の運転は、距離感や速度感がつかみにくく、歩行者や自転車、標識などの見落 

 としや、「相手の車より先に行ける」など誤った判断が多くなりがちです。早めのライトの点 

灯と、昼間よりも速度を落とした運転を心掛けましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

● いつもの道だから車は来ないだろうと思わずに、毎回、確実に自分の目で安全確認をし

ましょう。 

 

● 左右の道路からの車両、左折するときの巻き込みには、特に注意が必要です。 

 

 

 

 

 

一人一人が交通ルールを守り 

正しいマナーを実践しましょう！ 



 



３ 車を運転する全ての方へ 

 

    道路を横断中に、交通事故に遭われる高齢者の方が増えています。高齢者の方は、 

歩く速度が遅くなるほか、走行してくる車両の速度や、車両との距離感を誤って横断 

する傾向があります。 

   横断歩道がある場所はもちろんですが、歩行者の横断が禁止されている道路や歩行 

者用信号が赤信号でも、横断してくる歩行者等がいるかもしれないと警戒し、減速す 

るなど、高齢者の方の動きに対応できるような運転を心掛けてください。 

特に夜間はライトで十分に照らされていない道路右側（対向車線）にも注意を向け 

て、横断者がいないか確認して走行してください。 

     また、高齢運転者マーク等を付けた車両に対する幅寄せや割り込みは、法律で禁止 

   されています。高齢ドライバーの方への思いやりを持った運転をお願いします。 

 

 

４ ご家族やご近所の皆さんへ 

 

   高齢者の交通死亡事故は、自宅近くでの早朝の散歩、通院、夕方の買物などの時間 

帯に多く発生しています。 

   身近な高齢者の方に、 

      ・なるべく明るくなってから外出する 

      ・近所であっても外出したら、安全確認をしっかりする 

      ・道路を横断するときには横断歩道を使う 

      ・早朝や夕方、夜間の外出時には反射材を身に着ける 

  など、声掛けによるアドバイスをお願いします。 

   また、高齢者の方が車両を運転するときにも、皆さんから、 

・人や自転車の動きをよく確認する 

・信号機のない交差点では、徐行・一時停止をして安全確認をする 

  などのアドバイスをしていただき、交通安全にご協力をお願いします。 

   


